
国立大学法人京都大学役員給与規程 

平成１６年４月１日 
達示第７９号制定 

（総則） 
第１条 役員の給与は、この規程の定めるところによる。 

（役員の給与） 
第２条 役員の給与は、常勤の役員については、俸給、都市手当、通勤手当、単身赴任手当及び

期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当、通勤手当とする。 
（給与の支給日） 

第３条 給与の支給日は、国立大学法人京都大学教職員給与規程（平成１６年達示第８０号。以

下「教職員給与規程」という。）第９条の例に準じる。 
（俸給） 

第４条 俸給月額は、次に定める。 
総長 １，１９９，０００円 
理事 ７０６，０００円から８９５，０００円の範囲内で総長が定める額。 
監事 ７０６，０００円 

（平１７達７３・平１８達２９・平２１達４３・平２２達６２・平２４達２５・平２７

達２２・平２７達８２・一部改正） 
（都市手当） 

第５条 都市手当は、教職員給与規程第１６条の例に準じて支給する。 
（通勤手当） 

第６条 通勤手当は、教職員給与規程第１８条の例に準じて支給する。 
（単身赴任手当） 

第７条 単身赴任手当は、教職員給与規程第１９条の例に準じて支給する。 
（期末特別手当） 

第８条 期末特別手当は、教職員給与規程第３２条の例に準じて支給する。 
２ 前項の期末特別手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果、役員としての

業務に対する貢献度等を総合的に勘案して、前項の規定による期末特別手当の額の１００分の

１０の範囲内で、これを増額し、又は減額することがある。 
（俸給の支給） 

第９条 俸給の支給は、教職員給与規程第１０条の例に準じて支給する。 
（非常勤役員手当） 

第１０条 非常勤役員手当の月額は、次に定める。 
理事 １７９，９６０円から７８７，６００円の範囲内で総長が定める額。 
監事 １５５，３２０円から６２１，２８０円の範囲内で総長が定める額。 

２ 非常勤役員について前項の定めにより難いときは、当該非常勤役員の勤務形態等により、総

長が別に定めることができる。 
（平１７達７３・平１８達２９・平２１達４３・平２２達６２・平２４達２５・平２４

達４７・平２７達２２・平２７達８２・一部改正） 
（給与の支払方法） 

第１１条 役員の給与は、その全額を現金で、直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基

づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき給与の金額から、

その金額を控除して支払うものとする。 
２ 役員の給与は、役員の同意を得て、当該役員の本人名義の預貯金口座への振込みの方法によ

り支払うことがある。 
（端数の計算） 

第１２条 この規程により計算した金額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。 
（実施に関し必要な事項） 

第１３条 この規程の実施に関し必要な給与の支給に関する事項は、教職員の例に準じる。 
附 則 



１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
２ 非常勤の役員については、業務に対する貢献度に対して、総長が特に必要と認める場合には、

第２条の規定にかかわらず、第８条（期末特別手当）に相当する手当を、その者が常勤の役員

としたときに支給される額を超えない範囲で総長が定める額を支給することができる。 
３ 平成２２年１２月に支給する期末特別手当に関する第８条第１項の規定の適用については、

教職員給与規程第３２条第２項中「１００分の１５５」とあるのは「１００分の１５０」とす

る。 
（平２１達３０・追加、平２２達６２・一部改正） 

附 則（平成１７年達示第７３号）抄 
（施行期日） 

第１条 この規程は、平成１７年１２月１日から施行する。 
附 則（平成１８年達示第２９号） 

１ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 
２ この規程の施行の日の前日から引き続き第４条の適用を受ける役員で、その者の受ける俸給

月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる者には、俸給月額のほか、その

差額に相当する額を俸給として支給する。 
３ 施行日以降に新たに役員となる者について、選任の事情等を考慮して前項の規定による俸給

を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは、俸給月額のほか、その差額に相

当する額を俸給として支給する。 
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕 
附 則（平成２１年達示第４３号）抄 

１ この規程は、平成２１年１２月１日から施行する。 
附 則（平成２２年達示第６２号）抄 

（施行期日） 
第１条 この規程は、平成２２年１２月１日から施行する。 

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕 
附 則（平成２４年達示第４７号） 

この規程は、平成２４年６月２２日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 
附 則（平成２７年達示第２２号） 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
２ この規程の施行の日の前日から引き続き第４条の適用を受ける役員で、その者の受ける俸給

月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる者には、平成３０年３月３１日

までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。 
３ 施行日以降に新たに役員となる者について、選任の事情等を考慮して前項の規定による俸給

を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは、当該役員には、前項の規定に準

じて、俸給を支給する。 
附 則（平成２７年達示第８２号） 

この規程は、平成２８年２月１日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 
 


